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府中市子ども家庭部子育て応援課
府中市宮西町２-２４ ０４２-３３５-４２４０



　ひとり親家庭になることを考えたとき、予期せずひとり親家庭になってしまっ
たとき、そして、ひとり親家庭として歩み始めたとき…。その時々でお子さんとと
もに、日々のいろいろな課題に向き合い、未来に向けて頑張っていこうと思って
いらっしゃることでしょう。
　環境が変わり、これからのことを考えると不安になり、落ち込んでしまうこと
もあるかもしれません。
　どうかひとりで頑張りすぎないで相談してください。いろいろな制度を利用し
て少しずつ進んでいきましょう。 　

はじめに

1．相談したい！

2．お金のサポートを受けたい！

3． 事・資格のことを知りたい！
P.21～2

P.9～20

P.3～8

＊離婚を考えているけれど、どうしたらいいの？（離婚前相談・養育費確保支援事業補助金）
＊ひとり親になったけれどこれからどうしよう…（就労相談）
＊他にもこんな相談ができます（未婚の方へ、父子家庭の方へ、死別の方へ、生活全般につ
いて、生活困窮について、子育て支援について、子育て相談室）
 

＊各種相談先一覧

＊ひとり親家庭等への手当・助成（児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成）
＊子育て家庭への手当・助成（児童手当、子ども医療費助成）
＊手当等のスケジュール　＊ひとり親手当を受給していると受けられるサービス
＊ その他利用できる制度（各種減免・免除・控除等、遺族年金・年金分割、奨学金、高等学校
の学費負担軽減制度、受験生チャレンジ支援貸付事業、高等教育の修学支援新制度、
母子及び父子福祉資金の貸付・女性福祉資金の貸付、生活福祉資金貸付制度）

＊母子・父子自立支援プログラム ＊就労・資格相談 ＊ひとり親家庭自立支援セミナー
＊ひとり親家庭への自立支援のための給付金・貸付（ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援、母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金、母子・父子家庭高等職業訓練促
進給付金、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付、住宅支援資金貸付）

1

仕
4



 

家族３人で府中市に暮らす多摩川家。
ひとり親になったばかりでお母さん
は不安でいっぱい。
そんな中でも仕事・資格取得・子育て
に全力投球していきます。

お母さん40歳
多摩川　ひばり

娘３歳
多摩川　うめ

息子９歳
多摩川　けやき

ひとり親家庭を
サポートする
ハムスターだチュー！
よろしくチュー！

うめちゃんのぬいぐるみ
「チュチュ」

P.25

P.26

P.27～29

P.29～30

4．

5．

6．
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子育てのサポートをしてほしい！

住まいを探したい！

子どもの居場所を探したい！

市からの情報が欲しい！

詳細が
分かるのね～

各ページにある
二次元コードから
各事業のホーム
ページにアクセス
できるチュー！
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市ホームページ
府中市メール配信サービス
広報紙「広報ふちゅう」

こども食堂
学習支援（子どもの学習・生活支援事業、てらこや、シルバー人材センター）

＊ ＊
＊ ＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊
＊

ひとり親家庭ホームヘルプサービス　 ファミリー・サポート・センター
トワイライトステイ、ショートステイ　 病児・病後児保育

都営住宅　＊市営住宅
住宅セーフティネット住まい相談



1 .相談したい！

離婚を考えているけど、どうしたらいいの？

　離婚にはとても気カ・体力を要します。ひとり親家庭として生活していくことについて、落ち着いて
考えてみることも大切です。離婚前にできる課題整理についてご相談にのるとともに、必要な関係機
関をご紹介します。

　離婚にあたっては、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料などについて、夫婦で話し合
い、これらの事柄が口約束になってしまうことがないよう、必ず離婚協議書を作成するか、より確実な
ものとするために公証役場で公正証書を作成しておくといいでしょう。

　夫婦の話し合いが進められない場合は家庭裁判所へ調停を申し立てます。調停では、離婚時に話し
合わなければならないことを、調停委員に公平な立場でサポートしてもらえるので、冷静に離婚と向
き合うことができます。

夫婦で話し合い、離婚協議書を作成しましょう

なかなか話し合いがまとまらないときは

離婚前相談 男女共同参画センターフチュール
子育て応援課母子・父子自立支援担当

042-351-4602（要予約）
042-335-4240（要予約）
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ママー
だいじょうぶ？
心配だな…

前向きになれ
て

よかったチュ
ー

離婚したいけど
何から手をつけていい
のか分からないわ。

離婚前に相談を
したら不安が
解消されたわ！

親　権 養育費 財産分与

年金分割 手　当 面会交流



利用対象…

　財産分与とは、結婚した後に夫婦が協力して築きあげてきた財産を、離婚にあたって分けることです。
結婚前からの財産や遺産による個別な財産は対象外です。年金についても、夫婦で築いた財産として
年金分割の対象となります。（年金分割の詳細はP16参照）

　子どもの戸籍は、離婚届を出しても婚姻時の戸籍に残ります。自分の戸籍に子どもを入れる場合は、
家庭裁判所や市役所での手続きが必要です。

　面会交流は、夫婦が離婚した後、一緒に暮らしていない親と子どもが定期的・継続的に会って話をし
たり、遊ぶなどの交流を持つことです。子どもにとって、どちらの親からも愛されているという実感を
持つために重要で、深い安心感と自尊心を育むことができます。どのくらいの頻度で、どのような方法
で会わせるかなど内容を決めることが大切です。
　しかし、DV被害や児童虐待があった場合などは、慎重に行う必要があります。

　養育費は子どもの権利です。離婚して親権をもたなくても、親子関係は継続します。金額や支払方法
について必ず決めておきましょう。離婚後でも子の成人前なら請求することができます。金額は双方
の親の収入、子どもの人数、子どもの年齢によって異なります。離婚の原因と養育費は関係ありません。

　養育費の取り決めに要する公正証書等の作成に必要な経費及び養育費の立替払いを行う保証会社
等と保証契約をする際に支払う保証料を補助します。

・交付申請書（子育て応援課にあり）・申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本・世帯全員の住民票の写し
・養育費の取り決めをした文書（債務名義化した文書に限る。）の正本
・補助対象となる経費の領収書（申請者が負担したものに限る。）の原本

・保証会社と締結した養育費保証契約書（保証期間が1年以上のものに限る。）の正本
【保証会社契約を締結する際の経費のみ】

【必要書類】

財産分与や年金分割はどうするの？

子どもの戸籍はどうするの？

面会交流はどうするの？

養育費はどうするの？

　離婚にまつわる基礎知識セミナー（外部講師）を定期的に開催しています。詳細はHPや広報等で
ご案内しますのでご確認ください。

離婚前講座ってあるの？

次のすべてに該当する市民の方

養育費確保支援事業補助金 子育て応援課母子・父子自立支援担当
042-335-4240
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こんなことを取り決めましょう

・養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子を現に扶養していること
・養育費の取り決めに係る公正証書等の債務名義を有していること
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
・過去に同一の子を対象に、この補助金が交付されていないこと（①の経費を除く）

①養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人が受ける手数料、もしくは、調停や裁判のための収入
　印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用又は連絡用の郵便切手代を補助します。（上限４万３千円）
②保証会社等と保証契約をする際に支払う保証料を補助します。（上限５万円）

▽補助額

養育費の取決めの対象となる20歳未満の子を現に扶養している
養育費の取決めに係る経費を負担している
過去に同一の子を対象に、この補助金が交付されていない

①公正証書等の作成に必要な経費の場合

②保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費の場合



ひとり親になったけどこれからどうしよう…

　ひとり親家庭が、未来に向かって安心して暮らせるように、経済的な課題を解決し、より安定的な就
労収入を得ることができるよう、国家資格キャリアコンサルタントが支援します。

　仕事経験がない人でも、キャリア・ コンサルタントが、自信をもって働くことができるように支援し
ます。（詳細は22ページ参照）

就労相談
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ひとり親家庭自立支援員にご相談ください！

子育て応援課母子・父子自立支援担当
042-335-4240（予約）

就労・資格取得相談

子どもたちの教育費も貯め
ていかないといけないけど、
パート代と養育費では
なかなか難しいわ・・・
このままで大丈夫かしら？

ひとり親家庭自立支援
員に相談したらやる気
が出てきたわ！
資格取得して就職を
めざすわよ！

将来、海外留学
してみたいな～

ぼくもやる気が
出てきたぞ！



　結婚をせずに子どもを産む決心をされた方には、子どもの認知やひとり親家庭の手当てなどのご相
談にのるとともに、必要な関係機関をご紹介します。

未婚の方へ
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他にもこんな相談ができます

子育て応援課母子・父子自立支援担当
042-335-4240

　父子家庭の方は少しづつ増えてきていますが、慣れない家事や育児に手一杯でキャリアを手放す方
も少なくありません。ホームヘルプサービス事業やファミリー・ サポート・ センター事業などのご相談
にのるとともに、必要な関係機関をご紹介します。

父子家庭の方へ 子育て応援課母子・父子自立支援担当
042-335-4240

　配偶者を失うこと、親が亡くなることは、家族にとっては大変ショックな出来事です。亡
くなったあとの手続きの一覧でひとつずつチェックしていきましょう。ご相談にのるとと
もに、必要な関係機関をご紹介します。

死別の方へ 子育て応援課母子・父子自立支援担当
042-335-4240

　ひとり親家庭の生活全般について母子・父子自立支援員が相談に応じます。子育てのこと、住まいの
こと、養育費のことなど、他の機関と連携しながら、生活上の課題の解決と自立に向けた支援をします。

生活全般について 子育て応援課母子・父子自立支援担当
042-335-4240（予約）

　暮らしや仕事の困りごとについて相談支援を行っています。専門相談員による仕事探しや家計改善、
家にこもりがちな生活に悩んでいる方への支援など、一人ひとりの状況に応じた支援を行います。

生活困窮について 福祉総合相談
042-335-4191（予約）

　「子どもが言うことを聞いてくれない」「子どもにイライラしてしまう」「思春期で口をきいてくれない」
など、子どもと家庭の様々な相談にのります。ご相談内容により、子育てに関する各種サービスの情報
を提供するとともに関係機関と連携して支援します。

子育て支援について 子ども家庭支援センターたっち
子育て世代包括支援センターみらい 042-319-0072

042-354-8701、8702

　妊娠している方や、乳幼児の保護者を対象に、出産や育児の不安、悩みについての相談をお受けして
います。看護師・保健師・栄養士・歯科衛生士などの各専門職が支援します。

子育て相談室 子ども家庭支援課母子保健係
042-368-5333
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市民相談室

ー

各種相談先一覧
ひとりで悩ま
ないで相談す
るチュー

ひ
と
り
親

女
性

男
性

暴
力
等

法
律

相談内容 電話 相談先 実施

離婚前後の親権・婚姻費用・慰謝
料・財産分与・養育費・面会交流
などの法律相談

042-506-1182
（電話による事前予約）

東京都ひとり親家
庭支援センター
はあと多摩042-506-1182

tama@haat.or.jp

0120-965-419
03-3980-4108
info@youikuhi.or.jp

03-5467-2455

042-522-4232

03-3400-5313

110

03-5261-3911

042-351-4602

042-366-1711
（事前予約）

042-336-1818
（事前予約）

0570-078-374

0570-078-305

法的なトラブルによる法制度や
手続等の相談

金銭貸借・民事問題などの日常
の法律相談

自分自身の生き方、男女・夫婦・
親子の関係、女性への暴力など
の相談ほか（男性も可）

休日・夜間の相談

緊急・事件発生

男性のための悩み相談

配偶者暴力・交際相手からの暴
力の相談

養育費・面会交流相談

生活相談
養育費相談

面会交流支援

就業相談

養育費相談支援
センター

東京ウィメンズ
プラザ

東京都女性相談
センター多摩支所

東京ウィメンズ
プラザ

警察

東京都女性相談
センター

男女共同参画
センター
フチュール

市政情報センタ
（ル・シーニュ5階）

法テラス
サポート・ダイヤル

法テラス多摩
（土・日・祝、年末年始除く）

月・水・木・土・日・祝
9時～17時30分
火・金
9時～19時30分
（年末年始除く）

平日　 10時～20時
水　　 12時～22時
土・祝　10時～18時
（振替休日は休み）

9時～21時
（年末年始除く）

月～金　9時～16時
（祝・年末年始除く）

月水　17時～20時
土　　14時～17時
（祝日・年末年始除く）

24時間

夜間・休日の緊急時のみ

　　　 
月～土　9時～12時

13時～17時
水・金　18時～21時
（休館日、祝日、年末年始除く
   ※土および18時～21時は電話のみ）

月・水・金
14時～16時30分

第2・第4土
9時～11時30分

月～金　9時～21時
土　　　9時～17時
（日・祝、年末年始除く）

月～金　10時～12時
　　　　13時～16時
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悩

る
に

気

つら

そ
の
他
相
談

消
費
生
活

契約や製品のトラブル、悪質商法、
架空請求、多重債務（借金）などの
消費生活全般についての相談

ひきこもりの本人・家族・友人
からの相談

地域生活の困りごと相談、地域
活動の相談

子ども自身の悩み、親自身の
みを名前を言わずに相談

子ども自身の悩み、親自身の悩
みをLINEで気軽に相談

乳幼児発達相談（来所）

子育てや発達に関する相談

オンライン子育て相談

集団不適応やいじめ、気にな
くせなど、子どもの心や発達
ついての相談

休日・夜間に子どもが急な病
やケガをしたときの相談

保健相談室（からだとこころの相談）

自殺を考えてしまうなど、
い状況の時の相談（夜間可）

地域の身近な相談窓口

042-360-3316

0120-529-528

042-334-3040

03-3366-4152

042-368-5333

042-402-0232

042-360-4188

＃8000または
03-5285-8898

042-368-6511

0570-087478

042-335-4161

相談内容 電話 相談先 実施

消費生活センター
（ル・シーニュ6階）

東京都ひきこもり
サポートネット

社会福祉協議会
地域福祉
コーディネーター

よいこに（4152）
電話相談
東京都児童相談
センター

子ゴコロ・親ゴコロ
相談＠東京

子育て世代包括支援
センターみらい

子ども発達支援
センターあゆの子
（要予約）

小児科医
産婦人科医
助産師

教育センター
教育相談担当

電話相談「子供の健
康相談室」

府中市保健センター

東京都自殺相談ダ
イヤル
～こころといのち
のほっとライン～

民生委員・児童委員
（地域福祉推進課）

月～金　10時～12時
　　　　13時～16時
（休館日、年末年始、祝日除く）

月～金　10時～17時
（年末年始・祝日を除く）

月～土　9時～17時
（年末年始・祝日を除く）

月～金　9時～21時
土・日・祝日　9時～17時
（年末年始除く）

月～金　9時～22時30分
土・日・祝日・年末年始
9時～17時

月～金　8時30分～18時
電話又は来所（要予約）
（年末年始、祝日除く）

月～金　9時～17時
（年末年始、祝日除く）

24時間

月～金　9時～17時
（年末年始、祝日除く）

月～金（祝日・年末年始を
除く）18時～翌朝8時
土・日・祝日・年末年始
8時～翌朝8時

月～金　8時30分～17時
（年末年始・祝日除く）

12時～翌朝5時30分
（年中無休）

月～金　9時～17時
（土・日・祝日・年末年始除
く）



9

　ひとり親家庭になったことで経済的な不安を抱える家庭は少なくありません。手当や助成、給付や
貸付制度などの活用により、収入への不安を少しでも解消し、安定した生活を送ることができるよう
支援しています。

２．お金のサポートを受けたい！

ママ今、忙しいから
あとでね！

子どももまだ
手がかかるし…

しばらくはパート収入
と手当と養育費で生活
できそうだわ。

資格取得中は
パート時間を減らしたい
けど家計が苦しくなりそう
だわ。子どもの手当はどれ
くらいもらえるのかしら。

うめちゃんが
小学生になるまで
に資格取得して
就職するわよ！

ママー！
チュチュちゃん
いないよー！
どこー！？

毛布どけて
ほしいチュー！

見つかったー！

二人とも
よかったチュー！

ひとり親手当

就学援助費

家計相談窓口
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ひとり親家庭等への手当・助成ひとり親家庭等への手当・助成
　ひとり親家庭等に支給される手当には、児童扶養手当と児童育成手当があります。また、保護者の方
や18歳未満の児童の医療費を助成する、ひとり親家庭等医療費助成制度もあります。

①父母が離婚した児童
②父（母）が死亡した児童
③婚姻によらないで生まれた児童
④父（母）に重度の障害のある児童
⑤父（母）が生死不明の児童
⑥父（母）が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童
⑦父（母）に引き続き1年以上遺棄されている児童
⑧父（母）が、母（父）の申立てにより裁判所のDV保護命令を受けた児童

・住所・姓・振込先口座を変更したとき
・同居家族等に変更があったとき
・婚姻や事実婚をしたとき
・保険証が変更になったとき
・児童を監護しなくなったとき（児童の養子縁組、施設入所、婚姻、受給者の拘禁等）
・医療証を使わずに受診したとき
・生活保護の受給開始や停止・廃止のとき
・障害の程度が変更になったとき
・所得や控除の修正申告等をしたとき

※④～⑧は離婚成立に関わらず受給できる可能性があります。詳細はご相談ください。
※親権がなくても実際にお子さまを養育し、要件を満たしていれば申請することができます。

児童扶養手当・ひとり親家庭
等医療費助成

①１８歳になった最初の３月３１日までの児童

１８歳になった最初の３月３１日までの児童

※児童福祉施設（母子生活支援施設、保育所などを除く）に入所している児童、父または母の配偶者（事実上の配
　偶者を含む）と生計が同じ児童は対象となりません。

②身体障害者手帳１～３級、愛の手帳１～２度及び３度の一部、精神障害
のある児童で診断書による医師の判定で認定された場合は２０歳未満の
児童

児童育成手当（育成手当）

利用対象…

対象児童

対象児童を養育しており、
次のいずれかに該当する父、母または養育者

変更等があった際のお手続きも忘れずに



)
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一部支給停止措置にご注意ください！
　　児童扶養手当の受給から５年か、支給要件に該当したときから７年を経過すると、手当額が減額（お
よそ半額）となります。ただし、届出書と必要書類を提出すれば減額されませんので、お知らせが届い
たら期限までに手続きをしましょう。

児童扶養手当 子育て応援課コールセンター
☎0570-08-8105

利用対象… 対象年齢（18歳になった最初の3月31日〈中度以上の障害児は20歳未満〉まで）
の児童がいる、所得が一定額未満のひとり親家庭等

○ひとり親家庭等の自立と生活安定のための手当です。
○前年中（または前々年中）の所得額（養育費の8割相当額も含む）に応じて手当額を決定します。
○扶養義務者（同居している親や兄弟姉妹、18歳以上の子）がいる場合は、その方の所得も制限内でな
　いと支給されません。
 ○遺族基礎年金を受給している場合は、年金受給月額が児童扶養手当月額より低い場合に差額がもら
　えます。
○障害年金を受給している場合は、障害年金の子の加算部分の額と児童扶養手当の額との
　差額を受給することができます。
○生活保護を受給している場合、児童扶養手当額は収入認定されます。

（令和４年４月１日現在支給額（月額） 
全部支給 一部支給

１人目 43,070円 43,060円から10,160円まで、所得に応じて、10円刻み
で手当額が決まります。

２人目 10,170円の加算 10,160円から5,090円まで、所得に応じて、10円刻みで
加算額が決まります。

３人目以降 6,100円の加算 6,090円から3,050円まで、所得に応じて、10円刻みで
加算額が決まります。

黄色い届出書
が届いたら必
ず手続きする
チュー

必要書類の例
雇用されている方 雇用証明書、給与明細書の写し、健康保険証の写し
自営業の方 自営業従事申告書、契約書や確定申告書の写し
求職活動中の方 求職活動等申告書、申告内容に関する証明書
公共職業訓練中の方 受講指示書の写し、在学証明書
障害 障害者手帳の写し、診断書
病気 診断書
介護 障害者手帳の写し、診断書、民生委員の証明
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（令和４年４月１日現在

ひとり親等手当額（月額）のモデルケース
～離婚後、3歳以上中学生以下の児童2人を扶養の場合～

児童扶養手当 児童育成手当 児童手当

給与収入200万円 53,240
（全部支給）

27,000 20,000
給与収入250万円 46.950
給与収入300万円 37,630
給与収入350万円 28,320

給与収入413万円 円
全部支給停止

○ひとり親家庭等の親や児童について、健康保険診療の自己負担分を助成します。
前々年中の所得（養育費の8割相当額も含む）が所得制限未満で、非課税世帯の場合は０割負担、課
税世帯の場合は１割負担になります。
 ○

扶養義務者（同居している親や兄弟姉妹、18歳以上の子）がいる場合は、その方の所得も
制限内でないと対象となりません。
○

○高額療養費や入院時の食事療養標準負担額は対象になりません。

利用対象… 対象年齢（18歳になった最初の3月31日〈中度以上の障害児は20歳未満〉まで）
の児童がいる、所得が一定額未満のひとり親家庭等

13,500円 一定の障害のある児童は、児童育成手当の障害手当（月
15,500円）も支給。

支給額（月額） （令和４年４月１日現在
支給額 備　考

児童１人につき

○ひとり親家庭等に支給される東京都独自の手当で、児童扶養手当と併せて受給することができます。
○前年中（または前々年中）の所得額が所得制限未満の場合にもらえます。
○ 一定の障害のある児童（主に身体障害者手帳1～2級、愛の手帳1～3度程度）は、さらに
　児童育成手当の障害手当（月15,500円）が20歳未満まで支給されます。

利用対象… 対象年齢（18歳になった最初の3月31日まで）の児童がいる、所得が一定額
未満のひとり親家庭等

児童育成手当（育成手当） 子育て応援課コールセンター
☎0570-08-8105

ひとり親家庭等医療費助成 子育て応援課コールセンター
☎0570-08-8105

)

)

円

円 円
円
円
円
0

( )



子ども医療費助成 子育て応援課コールセンター
☎
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子育て家庭への手当・助成

児童手当 子育て応援課コールセンター
☎0570-08-8105

利用対象…０歳から中学卒業までの児童がいる家庭
○中学卒業までの児童がいる家庭がもらえます。児童の年齢や人数、保護者の所得によっ
　て月額が異なります。
○原則、保護者のうち所得が高い方が受給者になりますが、離婚を前提とした別居等の場合は、
　受給者を変更できる場合があります。（4ページ参照）

支給額（月額） （令和４年６月１日現在)

受給者の変更

0570-08-8105

利用対象…０歳から中学卒業までの児童がいる家庭
○中学卒業までの児童について健康保険診療の自己負担分を全額助成します。
○非課税世帯のひとり親家庭はひとり親家庭等医療費助成が優先になります。

　離婚協議中で現受給者と配偶者の方が別居されている場合、次の要件をすべて満たす場合は、配偶
者の方が児童手当を申請できます。
（1）現受給者と配偶者の住民票が別世帯となっており、かつ、配偶者の方が対象児童と同居している。
（2）離婚協議中であることを明らかにできる、次のいずれかの書類を提出することができる。

もとくな少（類書たれさ成作りよに等士護弁はたま本謄の便郵明証容内る係にれ入し申婚離議協 〇
一方に離婚の意思があり、相手方（現受給者）にその意思が表明されていることが客観的に確認で
きるもの）
〇調停期日呼出状（通知書）の写し
〇家庭裁判所における事件係属証明書　　
〇調停不成立証明書の写し

きで付受はのもるあの載記と」満円「ちうの」整調係関婦夫「、や合場の」担分用費姻婚「が容内の停調 ※
ません。

※所得制限・上限額については市のHPを参照してください。

対象の児童 手当額
15，000円
10，000円
15，000円
10，000円
5，000
非該当

円

0歳～3歳未満（一律）
3歳～小学校修了前（第1子・第2子）
　　　　〃　　　　（第3子以降）
中学生（一律）
所得制限額以上の世帯の児童
所得上限限度額以上の世帯の児童

（特例給付・一律）



定例振込月は2月・6月・10月です。
（土日祝日の場合は前の平日）

健康保険診療費を自己負担した場合
は「医療費助成費支給申込書」と領収
書をご提出ください。申請した翌月
末に助成対象分を口座に振込みます。

15日振込(10月～1月分)

15日振込(2月～5月分)

15日振込(6月～9月分)

★ 現況届の審査
　結果通知
◎ 新年度申請受
　付開始

※所得超過になると資格が消滅します。新年度での再審査のためには再度申請が必要です。
　児童育成手当：5月　ひとり親医療：12月

■ ■

必要な人は、
前年の所得申告
を忘れずにして
おくチュー！

税
務
署

市
役
所
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手当等のスケジュール
　資格継続のために、毎年「現況届」を期間内に提出
しましょう。

児童扶養手当 児童手当 児童育成手当※ ひとり親医療※ 子ども医療

振込等

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

定例振込月は奇
数月です。（土日
祝日の場合は次
の平日）

11日振込
(11月・12月分)

11日振込
(1月・2月分)

11日振込
(5月・6月分)

11日振込
(９月・１０月分)

11日振込
(７月・８月分)

11日振込
(３月・４月分)

★現況届発送 ★次年度の審査結果通知

★現況届発送（一部対象者の方のみ）

★現況届の審査
結果通知

 

◎新年度申請受
　付開始

★現況届発送

★現況届発送
(必要な方のみ）

新年度医療証
発送

…前々年の所得で審査　　 …前年の所得で審査



東京都水道局　府中サービスステーション　府中市寿町3-4-6
水道局多摩お客様センター　☎0570-091-100（日・祝を除く８時３０分～２０時） 
児童扶養手当受給証書、お客様番号が分かるもの、印鑑

粗大ごみシール・市指定の有料ごみ袋の減免
　児童扶養手当受給者について申請により家庭廃棄物処理手数料が減免され、粗大ごみシー
ル・市指定の有料ごみ袋の交付を受けることができます。

　資源循環推進課　☎042-335-4400

児　扶

各小・中学校または学務保健課　☎

育　成
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ひとり親手当を受給していると受けられるサービス
　児童扶養手当（全部支給・一部支給）や児童育成手当の受給者または受給世帯の方はさまざまなサー
ビスを受けることができます。
　認定されたら忘れずに手続きしましょう。

水道・下水道基本料金免除 児　扶

児　扶

児　扶

児　扶

就学援助費

自転車駐車場利用料助成

都営交通の無料パス

ＪＲ通勤定期の割引

　児童扶養手当受給者が水道使用者（給水契約を結んでいる方）の場合は、水道・下水道の
基本料金を免除します。
【申 請 先】

【必要書類】

【申 請 先】

【申 請 先】

【必要書類等】

【申 請 先】

【申 請 先】

【申 請 先】

【必要書類等】

　子育て応援課　☎0570-08-8105

　児童扶養手当受給証書

042-335-4436

　子育て応援課　☎0570-08-8105

　児童扶養手当受給世帯員のＪＲ通勤定期が３割引になります。
　子育て応援課　☎0570-08-8105
利用する方の証明写真(縦4㎝×横3㎝）

　児童扶養手当受給世帯員のうち１名に限り、都営交通の無料パスを交付します。都営バス、
都営地下鉄（浅草線・三田線・新宿線・大江戸線）、日暮里・舎人ライナー、都電荒川線で使用
できます。

　児童扶養手当受給者の児童について、小・中学校の学校教育に必要な経費を援助します。
新1年生には入学準備金も支給します。

　児童育成手当の育成手当受給者の世帯の方が有料自転車駐車場を定期的に利用する場合、
料金の一部を助成します。
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〇遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給者・受給資格者が亡くなった場合、
　生計を共にしていた子のある配偶者または子に対し、子が18歳になるまで支給されます。
　また、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合には、遺族が遺族厚生年金を受給できる
　可能性があります（どちらも受給要件あり）。

　離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方、配偶者と死別した後婚姻をしていない方、未婚で
出産し子どもを扶養している方等は所得税及び住民税の控除を受けることができます。

　保険料の納付が難しくなった場合は、免除や納付猶予の申請をすることができます。早めに相談し
ましょう。

〇元配偶者の厚生年金記録を、結婚していた期間に応じて分割し、将来の年金額に加算することができ
　ます。離婚後、２年以内に手続きする必要があります。期限を過ぎると請求できなくなる
　場合があるので、ご注意ください。

府中年金事務所
☎042-361-101遺族年金・年金分割

種類 対象 控除額

ひとり親控除

寡婦控除 夫と死別した方、または夫と離婚し扶養親族がいる方

生計を一にする子（前年総所得金額等が48万円以下）がい
る方　※ただし、他の者に扶養されている子は除く。

その他利用できる制度
　ひとり親手当を受給していなくても要件に該当すれば受けられる制度です。確認の上、手続きをし
ましょう。

学童クラブ育成料・延長育成料・間食費減免

国民年金の免除等
【申  請  先】

【申  請  先】

【申請方法】

　生活保護を受給している、兄または姉が学童クラブに入会している、就学援助費を受給している、
世帯員全員が市民税非課税の場合は申請により育成料等が減免されます。

　児童青少年課　☎042-335-4300

　府中年金事務所　府中市府中町2-12-2　☎042-361-1011

　次のいずれかの方法で申請してください。
・年末調整時に「給与所得者の扶養控除等申告書」により勤務先に申請
・「確定申告書」に記載の上、武蔵府中税務署（府中市本町4-2）に提出
・「市(都)民税申告書」に記載の上、市役所2階市民税課に提出

所得税35万円
住民税30万円
所得税27万円
住民税26万円

※いずれも前年の12月31日の時点で婚姻や事実婚をしていない、合計所得500万円以下の方が対象。配偶
　者が生死不明の場合も対象。

所得税・住民税の寡婦控除、ひとり親控除
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奨学金 教育委員会教育総務課
☎042-335-4428

利用対象…

海外留学
も

夢じゃな
いぞ！

高校、高専、専修学校、短大、大学へ進学しようとする方、またはその保護者や
在学中の方で所得が制限以下の家庭

　高校、高専、専修学校、短大、大学へ進学しようとする方、またはその保護者や在学中の方
を対象に、奨学金制度を設けています。募集要項は、各奨学金の募集時期に合わせて市役所
8階教育総務課および各市立中学校にて配布のほか、市教育委員会ホームページからダウ
ンロードも可能です。

主な要件(奨学金の種類によって異なるため詳細はホームページ参照)

〇連帯保証人１人の保証が得られること
〇市税を滞納していないこと

〇保護者が、市内に６か月以上住んでいること
〇保護者の所得が、制限額以下であること
〇健康状態、学力などが良好であること

給付奨学金

貸付奨学金

対象校 償還方法 備考

対象校 償還方法 備考

対象校 奨学金 償還方法 備考
入学時初年度納付資金貸付金

償還の必要はなし

償還の必要はなし

大学

一括貸付

国公立　一括貸付

私立　一括貸付

無利子

10,500

7,500

円

円

円

円 

円

円

21,000

30,000

国公立　11,000

私　立　17,000

円以内

円以内

円以内380,000

270,000

520,000

短期大学、専修学校（専門課程）、
または大学

高等学校、高等専門学校、特別支
援学校の高等部、または専修学校
（高等課程） 貸付額は、実際に初年

度に納付すべき金額
を限度とします
無利子

入学準備金8,000円

入学準備金8,000円

高等学校、高等専門学校、特別支
援学校の高等部、または専修学校
（高等課程）
短期大学、または専修学校（専門
課程）

卒業後6か月を据え
置いてから月賦、半年
賦、年賦のいずれかで
貸付額により最高10
年以内に

貸付後6か月を据え
置いてから月賦で、貸
付額により最高30回
以内に

奨学金(月額）

奨学金(月額）

全日制高等学校、高等専門学校、
または専修学校（高等課程）
定時制高等学校、または特別支援
学校の高等部



●荒奨学資金貸付金：交通遺児等奨学金
交通遺児または保護者が交通事故により身体障害第1級から第4級の認定を受けている方への貸付制度です。

対象校 奨学金(月額） 償還方法 備考
高等学校、高等専門学校、特別支
援学校の高等部、または専修学校
（高等課程）

国公立　12,000円 卒業後6か月を据え
置いてから月賦、半年
賦、年賦のいずれかで
貸付額により最高10
年以内

所得制限なし
無利子

私　立　29,000円

短期大学、専修学校（専門課程）、
または大学

国公立　37,000円
私　立　50,000円

●荒奨学資金貸付金：海外留学奨学金
日本の高校、大学などを卒業後、もしくは在学中に海外留学する方への貸付制度です。

対象となる学校等 奨学金 償還方法 備考
学校教育法に定める大学等に相
当する海外の学校に入学するこ
と。（海外の学校で習得した単位
を帰国後に日本の学校で取得し
たとみなされる場合も対象）

一括貸付
（留学時）

1,500,000円以内

卒業後6か月を据え
置いてから月賦、半年
賦、年賦のいずれかで
貸付額により最高10
年以内

所得制限なし
無利子

●荒奨学資金貸付金：海外ホームステイ奨学金
海外でホームステイ（3週間以上2か月以内）をする学生への貸付制度です。

対象となる学校等 奨学金 償還方法 備考
日本の中学校、高等学校、高等専
門学校、特別支援学校の高等部、
専修学校（高等課程・専門課程）、
短期大学、または大学に在学して
いること

一括貸付
（渡航時）

500,000円以内

帰国後6か月を据え
置いてから月賦で3
年以内に

所得制限なし
無利子
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高等学校の学費の負担軽減制度 東京都私学就学支援金センター
☎03-5206-7925

利用対象…高等学校等に通う生徒の保護者

　私立の高等学校等に在学する生徒（もしくは保護者）を対象とした助成です。
授業料の負担軽減〇

　高等学校等に在学する生徒の保護者の授業料以外の教育費負担を都が軽減する制度です。
都内在住で、生活保護世帯と非課税世帯が対象となり、世帯構成等により給付額が異なります。

奨学給付金〇

就学支援金 授業料の一部を国が助成
合計469,000円

授業料軽減助成金 授業料の一部を都が助成
対象世帯の世帯年収の目安は、約910万円以内です（家族構成等により異なります。）。※

生活保護世帯 52,600円
住民税非課税世帯
住民税が均等割のみの世帯 134,600円または152,000円

家計急変により非課税世帯相当となった場合はお問い合わせください。※

上記の範囲内で、在学校の授業料額（保護者が負担した金額）が上限となります。※
授業料軽減助成金は、生徒と保護者が都内に在住している必要があります。※
私立通信制高校（都認可）は支給額が異なります。※



利用対象…

利用対象…
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中学3年生、高校3年生の子どもがいる世帯

受験生チャレンジ支援貸付事業

高等教育の修学支援新制度 各学校へ

内容

国公立 私立

貸付限度額貸付の種類
学習塾等受講料
受験料（高校等）
受験料（大学等）

大学

入学金
（初年度）
約28万円
約17万円
約8万円
約7万円

約54万円
約39万円
約23万円
約17万円

約26万円
約25万円
約13万円
約16万円

29,200円
29,200円
17,500円
29,200円

38,300円
38,300円
26,700円
38,300円

約70万円
約62万円
約70万円
約59万円

授業料
（年額）

給付型奨学金
（月額）

給付型奨学金
（月額）

入学金
（初年度）

授業料
（年額）

短期大学
高等専門学校
専門学校

対象となる学習塾等の費用
対象となる高等学校等の受験料
対象となる大学等の受験料

200,000円まで
27,400円まで
80,000円まで

地域福祉推進課
☎042-335-4161

支援の対象となる大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校に在学中の方
または進学予定の高校3年生（高校卒業2年以内の方含む）

　中学3年生・高校3年生（又はこれに準ずる方）のお子さんの学習塾等の費用と受験料を
無利子で借りることができ、入学した際は返済が免除されます。また中学３年生の時に貸付
を受け、高校３年生で再度申し込むこともできます（所得制限があります）。

　一定以上の成績であり非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生は、授業料減免や給付型奨学金（生活費）
を受けることができます。支援の金額は世帯の収入状況や進学先の学校の種類、自宅通学か一人暮らしか、
などによって異なります。
　授業料減免は各学校へ、給付型奨学金は日本学生支援機構(☎0570- 666-301)へお問い
合わせください。 

支援金額の例：住民税非課税世帯（第I区分）・昼間制・自宅通学の学生の場合



母子及び父子福祉資金の貸付・女性福祉資金の貸付

内容 貸付金額 償還方法貸付の種類

修学資金

就学支度資金

技能習得資金

転宅資金

生活資金

修学に必要な資金（授業料、施設費、教科
書代等）

親が就職に必要な資格を取得するために 
必要な資金

ひとり親家庭7年未満で生活安定を図る
ための資金（貸付期間3か月以内）

入学の際に必要な資金（入学金、制服等）

敷金、前家賃、運送代などに必要な資金

月額27,000円～183,000円
※学校により異なる

64,300円～590,000円
※学校により異なる

月額 68,000円

260,000円

20年以内

20年以内
（専修一般は５年）

20年以内
（専修一般は５年）

3年以内

8年以内月額 105,000円

子育て応援課母子・父子自立支援担当
☎042-335-4240

　都内に６か月以上お住まいで、子ども等を扶養している方への貸付です。
　修学・就職・転宅等目的により12種類の資金に分かれていて、必要な金額を限度内でお貸しします。
まずは、電話等でご相談ください。（原則連帯保証人が必要です。）

　子どもの入学金や学費を借りることができます。貸付上限額は入学金50万円、授業料（月
額）高校5万2500円、専修学校・短大9万円、大学9万7500円です。母子及び父子・女性福
祉資金だけでは足りないなどの時に、無利子で利用することができます（連帯保証人不要。
他制度優先）。

利用対象…子どもなどを扶養しているひとり親家庭の親

利用対象…所得の少ない世帯（所得制限あり）
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キャリアコン
サルタントが
お待ちして
います。

利用対象…

３．就労・資格のことを知りたい！

児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の親

21

看護師になる
夢を実現できる
かも！

一度、子育て応援課の
キャリアコンサルタント
に相談してみようかな。

　ひとり親にしか分からない悩みを私たちキャリアコンサル
タントにご相談ください。
　お仕事探し、資格取得、家計相談、子育ての悩み等、お話を
伺いながら自分で気づけない良いところや強みを見つけて
ポジティブな自立へ繋げていきます。
※生活保護受給世帯の方はケースワーカーにご相談ください。

子育て応援課母子・父子自立支援担当
☎042-335-4240母子・父子自立支援プログラム

子育て応援課ではひとり親家庭の自立を支援しています。
“ひとり親の自立”とは、社会や家庭で私らしく豊かに生きていく事。
輝くあなたをキャリアコンサルタントが伴走します。

【府中市　子育て応援課　自立支援　キャリアコンサルティング】
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利用対象…ひとり親家庭の親

こちらもご利用ください
東京都ひとり親家庭支援センター　はあと多摩

【住　　所】 【開館時間】

【アクセス】 【電　　話】

子育て応援課母子・父子自立支援担当
☎042-335-4240就労・資格相談

子育て応援課母子・父子自立支援担当
☎042-335-4240ひとり親家庭自立支援セミナー

　キャリアコンサルタントがひとり親の方が大切にしている事、好きな事、得意な事を伺い、理想の
働き方を現実にしていく支援をします。
　ライフイベントの多いひとり親の状況に応じてオンライン面談なども相談可能です。

　子育て応援課では定期的にひとり親家庭自立支援セミナーをおこなっており、今知りたい情報や
スキルアップ、資格取得、お金の話など、未来へ向けて役立つ情報や知識を提供し、多くの方々に
ご好評いただいております。
　※小さなお子様を持つひとり親の方に向けて託児付き、オンライン参加可のセミナーもあります。

　ひとり親家庭の生活に関する相談も仕事に関する相談もできる場所です。
養育費についての相談や離婚前後の法律相談、面会交流支援、グループ相談会
なども行っています。

東京都立川市曙町2-8-30
立川わかぐさビル4階

OＪＲ中央線「立川駅」北口：徒歩5分
〇多摩都市モノレール「立川北」：徒歩4分

9時～17時30 分（月・水・木・土・日・祝）
9時～19時30 分（火・金）

042-506-1182



ひとり親家庭への自立支援のための給付金・貸付ひとり親家庭への自立支援のための給付金・貸付ひとり親家庭への自立支援のための給付金・貸付ひとり親家庭への自立支援のための給付金・貸付

利用対象… 20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親または児童で、高等学校
卒業程度認定試験合格が適職につくために必要と認められる方

利用対象… 20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の保護者で、講座の受講が
キャリアアップや適職につくために必要と認められる方

子育て応援課母子・父子自立支援担当
☎042-335-4240ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

子育て応援課母子・父子自立支援担当
☎042-335-4240母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金

　児童扶養手当を受給している方または同程度の所得水準のひとり親家庭の母または父の資格取得
等を支援します。
　お気軽にご相談ください。（要予約）

　高卒認定試験に合格することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、
正規雇用を中心とした就業につなげていくために支援しています。
　ひとり親家庭の親又は児童が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座（通信講座を
含む）を受け、これを修了したとき及び合格したときに受講費用の一部を支給します。講座申込前に
事前相談が必要です。

　保護者の能力開発の取組みを支援します。
　対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座等です。講座指定
が必要となりますので、事前相談が必要です。
　母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金と併用できる場合もありますので、まずはご相談ください。

１．雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けることができない方

２．雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けることができる方

１）【一般および特定一般教育訓練対象講座】
              　受講経費の６割相当額。上限20万円。
２）【専門実践教育訓練対象講座】
　　    　受講経費の６割相当額。修業年数（上限４年、資格によっては３年）×40万円
　※１）、２）とも12,000円未満は支給しない。

１に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた金額。

①受講前給付金

②受講修了時給付金

③合格時給付金

事前相談が必要

受講修了後２年以内

受講前に受講料の３割
（上限75,000円）

受講修了時に受講料の１割
（①と合わせて上限10万円）

全科目合格した場合、受講料の２割
（①②と合わせて上限15万円）

給付金の種類 給付金額

給付金額

備　考
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利用対象… 20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の保護者で、1年（講座によって
は６か月）以上養成機関などで修業し、資格取得が見込まれる方

利用対象… 母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、
所定の要件を満たす方

　保護者の方が就職に役立つ資格取得のため、1年（講座によっては６か月）以上養成機関
で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給
されます。養成機関を決定する前に事前相談が必要です。

看護師 保育士
美容師 調理師 シスコシステムズ認定資格歯科衛生士准看護師

理容師助産師
ＬＰＩ認定資格　等

保健師作業療法士理学療法士介護福祉士
対象となる資格

月額40,000円以内×上限12か月 5年（60か月）以内
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利用対象…高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方

子育て応援課母子・父子自立支援担当
☎042-335-4240母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金

府中市社会福祉協議会
☎042-360-9996ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

府中市社会福祉協議会
☎042-360-9996住宅支援資金貸付事業



４．子育てのサポートをしてほしい！
　保護者の就労・出産・病気・習い事の送迎などでお子さんを預かってほしいときに各事業が利用でき
ます。

ひとり親家庭ホームヘルプサービス 子育て応援課母子・父子自立支援担当
☎042-335-4240

　中学生以下のお子様がいるひとり親家庭で、保護者の仕事、就職活動、資格取得、学校行事
や冠婚葬祭などの事由に該当し、日常生活に著しく支障をきたしていると認められる場合に、
一定期間ヘルパーを派遣し、自立を支援します。月に12回まで利用できます。事前に利用申請
が必要です。

ファミリー・サポート・センター ファミリー・サポート・センター
☎042-367-8882

　ちょっとした用事があるときや残業で帰宅が遅くなるときに講習を受けた提供会員の
方が子どもを預かってくれます。保育所や学童クラブなどへの送迎でも利用できます。ご
利用には事前登録が必要です。

トワイライトステイ、ショートステイ
　トワイライトステイは仕事で保護者の帰宅が遅い子どもを夜間（17時～22時）に、ショートステイ
は入院などで保護者が一時的に不在の子どもを最大7日預かります。ご利用には事前登録が必要です。

◀ショートステイ◀トワイライトステイ
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光明高倉保育園 ☎042-330-2008

病児・病後児保育 保育支援課
☎042-335-4233

　　市内３か所の実施施設で、病気で保育所等に行けない子どもを預かります。費用は１回
2,500円です。なお、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は、費用の減免があります。
事前に登録が必要です。直接、下記施設へお問合せください。

◯日野クリニック病児保育室　 ☎042-330-3600
◯府中愛児園病児・病後保育室 ☎042-352-7522
◯東京都立小児総合医療センター　病児・病後児保育室 ☎042-312-8148

☎042-367-8881子ども家庭支援センター「しらとり」



５．住まいを探したい！

都営住宅 東京都住宅供給公社（ＪＫＫ東京）
☎03-3498-8894

　住宅に困っている収入の少ない方に低額な家賃で都が提供する住宅です。ひとり親世帯
などには通常より当選率を高くする優遇抽選制度があります。礼金・更新料・仲介手数料は
かかりません。
　年4回（5月・8月・11月・2月）の定期募集のほか、毎月募集、随時募集があります。

市営住宅 住宅課　☎042-335-4457

　住宅に困っている収入の少ない方に低額な家賃で市が提供する住宅です。
　ひとり親世帯などには通常より当選率を高くする優遇抽選制度があります。礼金•更新
料・仲介手数料はかかりません。
　毎年６月頃に定期募集をしています。

住宅セーフティネット住まい相談
　住まい探しにお困りの子育て世帯・低額所得者の方が民間賃貸住宅へ円滑に入居ができ
るよう支援します。
　まずはお電話で相談の申込みをしてください。相談費用は無料です。
　

相談の流れ

住まい探しに困ったらまず電話で相談日を予約します。

相談時に担当者が希望条件等をお聞きします(30分程度）。
申込み
相談

相談の内容をもとに不動産協力店から相談者の希望に沿う物件を
情報提供してもらいます。

物件情報の
提供

提供された物件のうちご希望の物件があり
ましたら不動産店へご案内し、物件の内覧や
説明を受けます。

物件の内覧や
説明

契約・入居

住まい探しに関
するいろいろな
相談にのってく
れるチュー
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社会福祉協議会
☎042-334-3040



こども食堂こども食堂こども食堂こども食堂
地域の市民団体等が子どもたちが安心して自由に過ごせる居場所を提供しています。

新町

西府町 日新町

　「こども食堂」とは、子どもが一人でも安心して行ける無料または低額の食堂です。地域の自主的な
活動で、府中市内には現在10か所あります。大人も300円ほどの料金で一緒に食べることができます。
食堂によっては、学習支援を行っているところもあり、子どもも大人も楽しく過ごせる地域の居場所
となっています。
　お越しの際は、事前に開催日時等をお問い合わせください。

毎月第３土曜日  11：30～14：00
 （新町3丁目自治会　東集会所）

毎月第４日曜日  11：30～14：00
（ぷろぼのサロン　西府町4-23-12)

市内こども食堂のあるところ （令和４年９月１日現在）

新町子どもカレー食堂

いっちゃん家
わくわく子ども食堂

片町 こどもの居場所作り＠府中

６．子どもの居場所を探したい！

27

 ☎ 090-3216-8669（木村）

 ☎ 070-4131-9841（長谷川）

毎月第４月曜日  17：00～19：00
 （片町公会堂　片町２-２高安寺入口脇）

 ☎ 090-1805-3977（南澤）

にっころ食堂

毎月第３火曜日  17：00～19：00
 （にっころちゃん家　日新町4-46-7）
 ☎ 042-354-1666（第2府中保育園）



清水が丘

毎月第１水曜日  17：00～18：30/17：30～19：00
（東府中公会堂　清水が丘1-2)

ひがしふちゅう駅前
こども食堂
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武蔵台

毎月第２日曜日　12：00～14：00
 （武蔵台文化センター　武蔵台2-2）

子ども食堂・なな

 ☎ 090-2310-7355（高橋）

府中駅
近辺

毎月１回不定期開催
 （京王線府中駅近辺）

みんなの食堂

 ☎ 090-8567-6188（藤田）

紅葉丘

毎月第３日曜日  11：00～14：00
 （あおばケアサービス　紅葉丘3-16-17）

あおばこどもの居場所

 ☎ 042-336-1616（那須）

白糸台

毎月第２土曜日  12：00～13：00
 （グレイスハウス　白糸台4-2-8）

グレイスキッチン

 ☎ 042-306-7827（堀井）  ☎ 090-8646-5498（林）

府中町

毎月第２土曜日  11：30～13：30
（カトリック府中教会　府中町1-40-11)

ラメンサデリ・アンジェリ
この指とーまれ

 ☎ 080-1048-1856（筒井）



学習支援学習支援学習支援学習支援
　行政・民間で学習支援を行っています。「家だとなかなか勉強ができない」「学校の授業についていけ
ない」「塾に行かせたいけど塾代が大変！」など、お悩みのご家庭はぜひご相談ください。

　経済的理由により、学習の機会に恵まれない中学生を対象に、市内の5か所の会場で学
習支援（学習室）を無料で実施しています。

　てらこやは、家でも学校でも塾でもない場所で、宿題や勉強をしたり、友達と一緒に過ご
したりできる、小学生から高校生の居場所です。
　地元の大学生やサポートスタッフが常駐し、勉強をみてくれたり、気軽にお話や相談も
できます。

　シルバー人材センターでは、小学校３年生から中学校３年生を対象に、「書道教室」、「学習
教室（国語・算数・英語）」、「パソコン教室」を開催しています（教室により対象が変わります。）。

　市の最新情報や広報ふちゅうでお知らせした事業の詳しい内容は、市ホームページをご
覧ください。

７．市からの情報が欲しい！

行政の学習支援

公共施設で行っている学習支援

子どもの学習•生活支援事業 府中市生活福祉課
☎042-335-4191

てらこや ママチャーリーズ
☎080-4092-1068

シルバー人材センター

市ホームページ

シルバー人材センター
☎042-366-2322
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市ではＨＰ、メール配信、広報などでさまざまな情報を発信しています。ぜひご利用ください。



　このサービスは、あらかじめ登録した携帯電話やパソコンのメールアドレスに、災害など
の緊急情報のほか、子育てや催しなどの情報を配信します。
　なお、配信のカテゴリについては登録画面で選択できるほか、登録後でも随時変更が
できます。
　登録はt-fuchu@sg-p.jpへ空メールを送信、または２次元コードからアクセスをお願いします。
※配信のカテゴリのうち「出産・子育て情報」の「ひとり親家庭への支援」にチェックを入れていただ<
　と、ひとり親向けのさまざまな情報が受け取れます。

市のホームページの申込みフォームから

地域の新聞販売店が、ご自宅のポストに直接投函
※市から新聞販売店に、申込者の住所、氏名を提供します。

府中市メール配信サービス

　広報ふちゅうは、毎月１日·１１日・２１日に市が発行する広報紙です。新聞折込みのほか、市の施設や
市内の鉄道各駅、コンビニエンスストア（ファミリーマート・セブン-イレブン）で配布しています。また、
希望する方にもお届けします。

個別配布
【申 込 み】

【配布方法】

広報紙「広報ふちゅう」
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